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一　

は
じ
め
に

　

持
分
会
社
（
会
社
法
五
七
五
条
一
項
）
の
う
ち
、
合
資
会
社
と
合
同
会
社
に
は
有
限
責
任
社
員
が
存
在
す
る
。
合
資
会
社
は
無
限

責
任
社
員
と
有
限
責
任
社
員
と
が
存
在
す
る
持
分
会
社
で
あ
り
、
合
同
会
社
は
有
限
責
任
社
員
の
み
か
ら
な
る
持
分
会
社
で
あ
る
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（
五
七
六
条
三
項
・
四
項
、
六
三
八
条
、
六
三
九
条
）。
持
分
会
社
の
社
員
の
責
任
に
つ
い
て
定
め
る
会
社
法
五
八
〇
条
一
項
は
、「
当
該

持
分
会
社
の
財
産
を
も
っ
て
そ
の
債
務
を
完
済
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
な
ど
の
場
合
に
、「
社
員
は
、
…
…
連
帯
し
て
、
持
分
会

社
の
債
務
を
弁
済
す
る
責
任
を
負
う
」
と
定
め
る
。
次
い
で
、
同
条
二
項
は
、「
有
限
責
任
社
員
は
、
そ
の
出
資
の
価
額
（
既
に
持

分
会
社
に
対
し
履
行
し
た
出
資
の
価
額
を
除
く
。）
を
限
度
と
し
て
、
持
分
会
社
の
債
務
を
弁
済
す
る
責
任
を
負
う
」
と
定
め
る
。
一
項

は
、
連
帯
責
任
性
と
直
接
責
任
性
と
を
定
め
、「
社
員
は
、
…
…
持
分
会
社
の
債
務
を
弁
済
す
る
責
任
を
負
う
」
と
定
め
る
の
で
あ

る
か
ら
、
持
分
会
社
の
社
員
一
般
の
責
任
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
る
。
二
項
は
、
有
限
責
任
社
員
の
責
任
に
つ
い
て
「
出
資
の

価
額
」
を
限
度
と
す
る
責
任
で
あ
る
こ
と
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
が
、「
有
限
責
任
社
員
は
、
…
…
持
分
会
社
の
債
務
を
弁
済
す
る

責
任
を
負
う
」
と
定
め
る
か
ら
、
こ
こ
で
も
、
有
限
責
任
社
員
の
責
任
が
会
社
債
権
者
に
対
す
る
直
接
責
任（

（
（

で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

念
を
押
す
よ
う
な
規
定
振
り
と
な
っ
て
い
る
。
二
項
を
こ
の
よ
う
な
規
定
振
り
と
し
た
こ
と
に
は
何
か
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
一
項
が
持
分
会
社
の
社
員
一
般
の
責
任
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
持
分
会
社
の
有
限
責
任
社
員
の
責

任
が
「
出
資
の
価
額
」
を
限
度
と
す
る
特
別
な
責
任
で
あ
る
こ
と
を
示
す
に
は
、
二
項
を
、
た
と
え
ば
、「
有
限
責
任
社
員
の
前
項

の
責
任
は
、
そ
の
出
資
の
価
額
（
既
に
持
分
会
社
に
対
し
履
行
し
た
出
資
の
価
額
を
除
く
。）
を
限
度
と
す
る
」
の
よ
う
な
定
め
と
す
る

こ
と
も
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る（

（
（

。
持
分
会
社
の
有
限
責
任
社
員
の
責
任
に
つ
い
て
定
め
る
会
社
法
五
八
〇
条
二
項
の
規
定
振
り

の
背
景
を
探
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

二　

持
分
会
社
の
社
員
の
責
任

1
．
会
社
法
・
平
成
一
七
年
改
正
前
商
法
の
定
め

　

会
社
法
第
三
編
「
持
分
会
社
」
第
二
章
「
社
員
」
の
冒
頭
の
規
定
で
あ
る
会
社
法
五
八
〇
条
は
以
下
の
よ
う
に
定
め
る
。
会
社
法
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の
立
案
担
当
者
は
、
持
分
会
社
の
社
員
の
責
任
の
規
定
は
、
平
成
一
七
年
改
正
前
商
法
の
対
応
規
定
と
「
同
様
で
あ
る
」（

（
（

と
す
る
。

こ
こ
で
は
、
会
社
法
五
八
〇
条
と
並
べ
て
、
改
正
前
商
法
の
合
名
会
社
の
社
員
の
責
任
の
規
定
（
商
法
第
二
編
「
会
社
」
第
二
章
「
合

名
会
社
」
第
八
〇
条
）
お
よ
び
合
資
会
社
の
有
限
責
任
社
員
の
責
任
の
規
定
（
同
編
第
三
章
「
合
資
会
社
」
第
一
五
七
条
一
項
）
も
掲
げ

る
（
（
（

。会
社
法

（
社
員
の
責
任
）

第
五
八
〇
条
①　

社
員
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
連
帯
し
て
、
持
分
会
社
の
債
務
を
弁
済
す
る
責
任
を
負
う
。

一　

当
該
持
分
会
社
の
財
産
を
も
っ
て
そ
の
債
務
を
完
済
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

二　

当
該
持
分
会
社
の
財
産
に
対
す
る
強
制
執
行
が
そ
の
効
を
奏
し
な
か
っ
た
場
合
（
社
員
が
、
当
該
持
分
会
社
に
弁
済
を
す
る
資
力
が

あ
り
、
か
つ
、
強
制
執
行
が
容
易
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
場
合
を
除
く
。）

②　

有
限
責
任
社
員
は
、
そ
の
出
資
の
価
額
（
既
に
持
分
会
社
に
対
し
履
行
し
た
出
資
の
価
額
を
除
く
。）
を
限
度
と
し
て
、
持
分
会
社
の

債
務
を
弁
済
す
る
責
任
を
負
う
。

平
成
一
七
年
改
正
前
商
法

第
八
〇
条
①　

会
社
財
産
ヲ
以
テ
会
社
ノ
債
務
ヲ
完
済
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ト
キ
ハ
各
社
員
連
帯
シ
テ
其
ノ
弁
済
ノ
責
ニ
任
ズ

②　

会
社
財
産
ニ
対
ス
ル
強
制
執
行
ガ
其
ノ
効
ヲ
奏
セ
ザ
ル
ト
キ
亦
前
項
ニ
同
ジ

③　

前
項
ノ
規
定
ハ
社
員
ガ
会
社
ニ
弁
済
ノ
資
力
ア
リ
且
執
行
ノ
容
易
ナ
ル
コ
ト
ヲ
証
明
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
適
用
セ
ズ

第
一
五
七
条
①　

有
限
責
任
社
員
ハ
其
ノ
出
資
ノ
価
額
ヲ
限
度
ト
シ
テ
会
社
ノ
債
務
ヲ
弁
済
ス
ル
責
ニ
任
ズ
但
シ
既
ニ
会
社
ニ
対
シ
履
行
ヲ

為
シ
タ
ル
出
資
ノ
価
額
ニ
付
テ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ　
〈
②
は
省
略
〉
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2
．
持
分
会
社
社
員
の
責
任

　

会
社
債
権
者
か
ら
持
分
会
社
社
員
に
対
す
る
責
任
追
及
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
会
社
法
五
八
〇
条
一
項
各
号
が
定
め
る
。
一
号
の

要
件
は
、
会
社
の
財
産
を
も
っ
て
そ
の
債
務
を
完
済
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
で
あ
る
。
債
務
を
完
済
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場

合
と
は
、
当
該
持
分
会
社
が
債
務
超
過
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
、
債
務
超
過
の
立
証
責
任
は
会
社
債
権
者
側
に
あ
る（

（
（

。
こ
の
場
合
の

会
社
財
産
の
評
価
方
法
に
つ
い
て
は
、
継
続
企
業
を
前
提
に
考
え
る
営
業
価
額
説
と
清
算
価
額
説
と
の
間
に
争
い
が
あ
る
が
、
営
業

価
額
説
が
多
数
説
と
さ
れ
る（

（
（

。
二
号
の
強
制
執
行
の
不
奏
功
の
要
件
も
、
そ
の
立
証
責
任
は
会
社
債
権
者
側
に
あ
る
。

　

社
員
の
責
任
の
内
容
は
、
会
社
債
務
を
弁
済
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
会
社
債
務
と
は
、
会
社
の
積
極
財
産
を
も
っ
て
弁
済
さ

れ
る
べ
き
債
務
の
こ
と
で
、
積
極
財
産
を
も
っ
て
弁
済
さ
れ
る
債
務
に
あ
た
ら
な
い
会
社
の
作
為
ま
た
は
不
作
為
の
債
務
は
含
ま
れ

な
い（

（
（

。
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
債
務
が
、
会
社
の
不
履
行
に
よ
っ
て
損
害
賠
償
請
求
権
な
ど
に
転
化
し
た
場
合
に
は
、
社
員
の
責
任

の
対
象
と
な
る
。
社
員
の
責
任
は
、
会
社
の
債
務
に
付
従
し
、
各
社
員
相
互
間
に
連
帯
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
社
員
と

会
社
と
の
間
に
は
存
し
な
い（

（
（

。

　

合
名
会
社
の
社
員
と
合
資
会
社
の
無
限
責
任
社
員
の
責
任
は
、
無
限
責
任
で
あ
っ
て
、
自
己
の
全
財
産
を
も
っ
て
負
う
べ
き
責
任

で
あ
る
。
合
資
会
社
の
有
限
責
任
社
員
の
責
任
は
、
責
任
が
出
資
価
額
（
会
社
法
五
七
六
条
一
項
六
号
）
に
限
定
さ
れ
る
有
限
責
任
で

あ
る
。
合
資
会
社
の
有
限
責
任
社
員
は
、
合
同
会
社
の
社
員
（
後
述
）
と
異
な
り
、
社
員
と
な
る
に
あ
た
っ
て
全
額
出
資
義
務
を
負

わ
な
い
か
ら
、
未
履
行
の
出
資
額
（
そ
の
登
記
に
つ
き
、
会
社
法
九
一
三
条
七
号
後
段
）
に
つ
い
て
直
接
責
任
を
負
う
。
持
分
会
社
が

利
益
の
配
当
に
よ
り
有
限
責
任
社
員
に
対
し
て
交
付
し
た
金
銭
等
の
帳
簿
価
額
が
当
該
利
益
の
配
当
を
す
る
日
に
お
け
る
利
益
額
を

超
え
る
場
合
の
当
該
有
限
責
任
社
員
の
責
任
に
つ
い
て
は
特
別
の
定
め
が
あ
る
（
会
社
法
六
二
三
条
）。
合
同
会
社
で
は
、
合
同
会
社

の
社
員
に
な
ろ
う
と
す
る
者
は
、
合
同
会
社
の
設
立
の
登
記
を
す
る
時
ま
で
に
、
そ
の
出
資
に
係
る
金
銭
の
全
額
を
払
い
込
み
、
ま

た
は
そ
の
出
資
に
係
る
金
銭
以
外
の
財
産
の
全
部
を
給
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
会
社
法
五
七
八
条
〔
全
額
払
込
主
義
〕）
か
ら
、
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合
同
会
社
の
社
員
が
会
社
債
権
者
に
直
接
責
任
を
負
う
こ
と
は
、
原
則
と
し
て
な
い（

（
（

。
合
同
会
社
の
社
員
の
責
任
は
、
間
接
有
限
責

任
と
説
明
さ
れ
る（

（1
（

。

　

有
限
責
任
社
員
の
責
任
を
、
出
資
価
額
を
限
度
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
理
論
上
は
内
部
関
係
で
あ
る
出
資
と
外
部
関
係
に
属
す

る
責
任
と
は
別
個
の
観
念
で
あ
っ
て
、
出
資
額
が
直
ち
に
責
任
額
た
る
べ
き
理
由
は
な
い
が
、
有
限
責
任
社
員
は
、
い
か
な
る
関
係

に
お
い
て
も
、
出
資
額
以
上
の
危
険
を
負
担
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
が
、
有
限
責
任
社
員
を
構
成
員
と
す
る
持
分
会
社
の
実
情
に

適
す
る
か
ら
、
法
定
的
に
出
資
価
額
を
も
っ
て
責
任
の
限
度
と
し
た
と
説
明
さ
れ
る（

（1
（

。

3
．
平
成
一
七
年
改
正
前
商
法
か
ら
会
社
法
へ

　

右
の
よ
う
に
、
平
成
一
七
年
改
正
前
商
法
（
以
下
、「
改
正
前
商
法
」
と
す
る
こ
と
が
あ
る
）
で
は
、
八
〇
条
一
項
が
合
名
会
社
の
社

員
の
責
任
に
つ
い
て
定
め
、
合
資
会
社
の
無
限
責
任
社
員
の
責
任
に
つ
い
て
は
、
一
四
七
条
が
「
合
資
会
社
ニ
ハ
本
章
ニ
別
段
ノ
定

ア
ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
合
名
会
社
ニ
関
ス
ル
規
定
ヲ
準
用
ス
」
と
定
め
る
こ
と
か
ら
、
合
資
会
社
の
無
限
責
任
社
員
の
責
任
に
も
八

〇
条
等
が
準
用
さ
れ
、
合
名
会
社
の
社
員
の
責
任
と
全
く
同
じ
と
さ
れ
て
い
た（

（1
（

。

　

合
資
会
社
の
有
限
責
任
社
員
の
責
任
に
つ
い
て
は
、
改
正
前
商
法
一
五
七
条
が
、
会
社
債
権
者
に
対
す
る
直
接
責
任
か
つ
「
出
資

ノ
価
額
」
を
限
度
と
す
る
有
限
責
任
で
あ
る
こ
と
を
定
め
て
い
た
。
こ
の
一
五
七
条
に
当
た
る
規
定
は
、
昭
和
一
三
年
改
正
で
新
設

さ
れ
た
も
の
で（

（1
（

、
そ
れ
以
前
に
は
、
本
条
に
相
当
す
る
規
定
が
な
く
、
有
限
責
任
社
員
の
責
任
が
、
会
社
債
権
者
に
対
す
る
直
接
責

任
か
、
間
接
責
任
に
止
ま
る
か
に
つ
い
て
議
論
が
あ
っ
た
（
後
述
）。
昭
和
一
三
年
改
正
で
、
改
正
前
商
法
一
五
七
条
に
相
当
す
る

規
定
が
新
設
さ
れ
た
こ
と
で
、
直
接
責
任
で
あ
る
こ
と
が
明
文
で
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
有
限
責
任
社
員
の
責
任
は
、

「
責
任
が
出
資
額
に
限
定
さ
れ
て
い
る
点
を
除
い
て
、
す
べ
て
無
限
責
任
社
員
と
同
一
で
あ
る
」（

（1
（

と
説
明
さ
れ
て
い
た（

（1
（

。

　

会
社
法
立
案
担
当
者
は
、
持
分
会
社
の
社
員
の
責
任
の
規
定
は
、
改
正
前
と
「
同
様
」
と
し
て
い
る
か
ら
、
規
律
の
実
質
に
お
い
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て
変
更
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
改
正
前
商
法
で
は
、
八
〇
条
と
一
五
七
条
一
項
と
に
分
け
て
規
定
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
会
社
法
で

は
、
五
八
〇
条
に
ま
と
め
ら
れ
、
一
項
が
持
分
会
社
社
員
の
責
任
を
定
め
、
二
項
が
持
分
会
社
の
有
限
責
任
社
員
の
責
任
を
定
め
る

も
の
と
さ
れ
た
。
持
分
会
社
の
社
員
の
責
任
に
つ
い
て
は
、
会
社
法
五
八
〇
条
一
項
の
規
定
は
、「
持
分
会
社
の
無
限
責
任
社
員
及

び
有
限
責
任
社
員
に
等
し
く
適
用
さ
れ
る
と
い
う
の
が
建
前
で
あ
り
、
…
…
社
員
の
責
任
追
及
の
要
件
、
及
び
社
員
の
責
任
の
内
容

…
…
も
、
無
限
責
任
社
員
及
び
有
限
責
任
社
員
の
責
任
に
つ
き
、
等
し
く
あ
て
は
ま
る
」（

（1
（

と
説
明
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
説
明
は
、
改

正
前
の
、
有
限
責
任
社
員
の
責
任
は
、「
責
任
が
出
資
額
に
限
定
さ
れ
て
い
る
点
を
除
い
て
、
す
べ
て
無
限
責
任
社
員
と
同
一
で
あ

る
」
と
の
説
明
と
符
合
す
る
。

　

た
だ
、
こ
れ
が
同
じ
会
社
法
五
八
〇
条
に
ま
と
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
有
限
責
任
社
員
の
直
接
責
任
性
が
、
一
項
と
二
項
と
で
重

複
し
て
規
定
さ
れ
た
よ
う
な
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
。
直
接
責
任
と
間
接
責
任
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
、
次
の
よ
う
に
説
明

さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
社
員
が
会
社
債
務
に
つ
い
て
直
接
会
社
債
権
者
に
対
し
て
弁
済
責
任
を
負
う
場
合
が
直
接
責
任
で
あ
り
、
こ

れ
に
対
し
て
、
間
接
責
任
は
、
社
員
は
直
接
会
社
債
務
に
つ
い
て
は
何
ら
の
義
務
を
負
わ
ず
、
単
に
会
社
に
対
し
て
出
資
義
務
を
負

う
に
止
ま
る
場
合
で
あ
る
と
そ
れ
ぞ
れ
説
明
さ
れ
る（

（1
（1
（1
（

。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
改
正
前
商
法
で
は
、
合
名
会
社
の
社
員
の
責
任
と
合

資
会
社
の
有
限
責
任
社
員
の
責
任
と
が
別
々
に
規
定
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
会
社
法
で
は
、
五
八
〇
条
一
項
が
持
分
会
社
社
員

一
般
に
共
通
し
て
適
用
さ
れ
る
規
定
と
さ
れ
、
二
項
は
、
有
限
責
任
社
員
の
責
任
に
つ
い
て
、「
持
分
会
社
の
債
務
を
弁
済
す
る
責

任
を
負
う
」
と
定
め
る
か
ら
、
有
限
責
任
社
員
の
直
接
責
任
性
が
重
複
し
て
定
め
ら
れ
る
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
現
に
、

有
限
責
任
社
員
の
直
接
責
任
性
の
根
拠
と
し
て
、
一
項
を
挙
げ
て
説
明
す
る
も
の
と
、
二
項
を
挙
げ
る
説
明
と
が
見
受
け
ら
れ
る
。

推
測
す
る
に
、
有
限
責
任
社
員
の
直
接
責
任
性
の
根
拠
を
一
項
に
求
め
る
説
明
は
、
二
項
は
専
ら
有
限
責
任
性
を
定
め
る
も
の
と
し

て
捉
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
い
ず
れ
の
説
明
を
採
用
し
て
も
、
結
論
に
差
異
を
生
ず
る
も
の
で
は
な
い
。

　

会
社
法
に
お
け
る
規
定
振
り
が
こ
の
よ
う
な
も
の
と
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
二
つ
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
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第
一
に
は
、
会
社
法
五
八
〇
条
一
項
は
、
改
正
前
商
法
八
〇
条
を
、
持
分
会
社
の
社
員
一
般
の
責
任
に
引
き
直
す
か
た
ち
で
改
め
た

も
の
で
あ
り
、
他
方
、
五
八
〇
条
二
項
は
、
改
正
前
商
法
一
五
七
条
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
っ
て
、
結
果
的
に
、
直
接
責
任
性
が

重
複
し
て
定
め
ら
れ
る
か
た
ち
な
っ
て
い
る
が
、
制
定
当
時
、
そ
の
こ
と
に
自
覚
的
で
な
か
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
第
二
に
は
、

意
図
し
て
、
こ
の
よ
う
に
定
め
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
後
者
の
場
合
、
何
を
意
図
し
て
、
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
と
し
た
か
は
筆
者

に
は
今
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
が
、
何
ら
か
の
意
図
が
あ
っ
て
こ
う
し
た
規
定
振
り
を
採
用
し
た
と
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
く
は

な
い
。

4
．
合
資
会
社
の
有
限
責
任
社
員
の
責
任
の
直
接
責
任
性

　

平
成
一
七
年
改
正
前
商
法
一
五
七
条
に
当
た
る
規
定
は
、
昭
和
一
三
年
改
正
ま
で
は
存
在
せ
ず
、
昭
和
一
三
年
改
正
前
当
時
は
、

有
限
責
任
社
員
の
責
任
が
、
会
社
債
権
者
に
対
す
る
直
接
責
任
か
、
間
接
責
任
に
止
ま
る
か
に
つ
い
て
議
論
が
あ
っ
た（

（1
（

。
当
時
の
判

例
（
大
判
大
正
五
年
四
月
七
日
・
民
録
二
二
輯
六
四
七
頁
）
も
、「
合
資
会
社
ノ
…
…
各
無
限
責
任
社
員
ノ
責
任
ハ
会
社
債
権
者
ニ
対
シ

連
帯
無
限
ニ
シ
テ
合
名
会
社
ノ
各
社
員
ト
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
キ
モ
各
有
限
責
任
社
員
ノ
責
任
ハ
全
ク
之
ト
異
リ
直
接
会
社
債
権
者
ニ
対

シ
テ
之
ヲ
負
担
ス
ル
ニ
非
ス
シ
テ
単
ニ
会
社
ニ
対
シ
定
款
ノ
定
ム
ル
所
ニ
従
ヒ
之
ヲ
負
担
ス
ル
ニ
過
キ
ス
両
者
責
任
ノ
性
質
上
区
別

ノ
存
ス
ル
所
ハ
実
ニ
此
点
ニ
在
リ
」
と
述
べ
て
、
有
限
責
任
社
員
の
責
任
の
直
接
責
任
性
を
否
定
し
て
い
た
。

　

し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
、
昭
和
一
三
年
改
正
商
法
は
、
有
限
責
任
社
員
の
責
任
の
直
接
責
任
性
を
明
定
し
た
。
こ
れ
は
、
平
成

一
七
年
改
正
前
商
法
八
〇
条
に
あ
た
る
当
時
（
昭
和
一
三
年
改
正
前
）
の
規
定
は
、
有
限
責
任
社
員
の
責
任
に
も
妥
当
す
べ
き
も
の

で
あ
る
こ
と
、
当
時
の
破
産
法
の
規
定
が
直
接
責
任
を
前
提
と
し
た
規
定
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
、
同
改
正
の
理
由
と
説
明
さ
れ
る（

（2
（

。

　

平
成
一
七
年
改
正
前
商
法
一
五
七
条
は
、
こ
の
よ
う
な
経
緯
で
置
か
れ
た
規
定
で
あ
っ
た
か
ら
、
改
正
前
商
法
八
〇
条
と
別
に
、

有
限
責
任
社
員
の
責
任
の
直
接
責
任
を
定
め
る
こ
と
に
は
意
味
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
会
社
法
で
は
、
同
じ
五
八
〇
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条
の
な
か
に
、
持
分
会
社
社
員
一
般
の
責
任
と
、
有
限
責
任
社
員
の
責
任
と
が
ま
と
め
て
定
め
ら
れ
た
。
有
限
責
任
社
員
の
責
任
は
、

責
任
が
出
資
額
に
限
定
さ
れ
て
い
る
点
を
除
い
て
、
す
べ
て
無
限
責
任
社
員
と
同
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
二
項
で
は
有

限
責
任
の
主
旨
だ
け
を
定
め
れ
ば
足
り
た
は
ず
で
あ
り
、
一
項
と
重
ね
て
「
持
分
会
社
の
債
務
を
弁
済
す
る
責
任
を
負
う
」
と
定
め

る
こ
と
は
、
規
律
が
重
複
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
有
限
責
任
社
員
の
直
接
責
任
性
の
根
拠
に
つ
い
て
も
、
学
説
に
混
乱
が
み
ら
れ

る
よ
う
で
あ
る
。

三　

結
語

　

会
社
法
五
八
〇
条
は
、
一
項
で
、
持
分
会
社
社
員
の
責
任
に
つ
い
て
直
接
責
任
を
定
め
、
二
項
で
も
、
有
限
責
任
社
員
の
責
任
に

つ
い
て
、
重
ね
て
直
接
責
任
を
定
め
る
も
の
の
よ
う
に
み
え
る
。
持
分
会
社
の
有
限
責
任
社
員
の
責
任
の
直
接
責
任
性
に
つ
い
て
、

そ
の
形
式
的
根
拠
を
め
ぐ
っ
て
、
学
説
の
説
明
に
一
致
し
な
い
部
分
が
あ
る
の
は
、
こ
の
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
う
し
た
問
題
意
識
か
ら
、
会
社
法
五
八
〇
条
の
背
景
を
探
る
こ
と
が
、
こ
の
小
稿
の
目
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
推
測
が
当
た

っ
て
い
た
と
し
て
も
、
会
社
法
の
問
題
を
考
え
る
限
り
結
論
に
影
響
は
な
い
か
ら
、
大
き
な
問
題
で
は
な
い
と
い
え
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
有
限
責
任
事
業
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、「
L
L
P
法
」
と
い
う
）
は
、
会
社
法
制
定
と
同
じ
平
成
一
七
年

に
、
会
社
法
よ
り
一
足
早
く
成
立
し
た
法
律
で
あ
る
。
L
L
P
法
一
五
条
は
、
そ
の
「
組
合
員
の
責
任
」
に
つ
い
て
、「
組
合
員
は
、

そ
の
出
資
の
価
額
を
限
度
と
し
て
、
組
合
の
債
務
を
弁
済
す
る
責
任
を
負
う
」
と
定
め
る
。
こ
の
L
L
P
法
一
五
条
の
理
解
が
問

題
と
な
っ
た
事
件
に
、
東
京
高
決
令
和
五
年
一
二
月
二
五
日
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
五
二
一
号
六
三
頁
が
あ
る
。
こ
の
事
件
で
は
、
当

事
者
の
一
方
が
、
L
L
P
法
一
五
条
に
つ
い
て
、
組
合
員
が
出
資
を
既
に
履
行
し
て
い
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
出
資
の
価
額

を
上
限
と
し
て
、
組
合
債
権
者
に
対
し
て
直
接
責
任
を
負
う
こ
と
を
定
め
た
規
定
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
。
こ
の
主
張
に
対
し
て
、
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東
京
高
裁
は
、「
組
合
員
が
そ
の
固
有
財
産
を
も
っ
て
組
合
の
債
務
を
負
担
す
る
こ
と
を
定
め
た
も
の
で
は
な
く
、
組
合
員
と
な
る

べ
き
者
は
、
…
…
〔
原
則
と
し
て
〕
当
該
組
合
の
債
務
を
自
己
の
固
有
財
産
を
も
っ
て
弁
済
す
る
責
任
を
負
わ
ず
、
組
合
財
産
の
み

を
引
当
て
と
し
て
そ
の
責
任
を
負
う
こ
と
を
定
め
た
も
の
と
解
す
る
の
が
合
理
的
」
と
述
べ
て
、
右
の
主
張
を
退
け
た
。
筆
者
は
、

こ
の
決
定
の
評
釈
で
、
会
社
法
五
八
〇
条
二
項
に
お
い
て
、
同
規
定
を
持
分
会
社
の
有
限
責
任
社
員
の
直
接
責
任
性
の
根
拠
と
み
る

理
解
が
、
こ
の
事
件
の
当
事
者
の
主
張
に
も
、
裁
判
所
の
説
示
に
も
、
影
響
し
た
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
、
検
討
し
た（

（2
（

。
た
だ
、
会

社
と
異
な
り
、
組
合
自
体
に
法
人
格
が
な
い
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
な
お
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
わ

れ
る
。
今
後
さ
ら
に
検
討
し
た
い
。

（
1
）　

鈴
木
千
佳
子
『
入
門
講
義
会
社
法
・
第
三
版
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
令
和
五
年
）
二
九
頁
は
、
合
同
会
社
の
社
員
は
会
社
成

立
前
に
出
資
履
行
を
求
め
ら
れ
る
（
会
社
法
五
七
八
条
）
か
ら
、
成
立
後
に
会
社
債
権
者
か
ら
責
任
追
及
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
し
て
、

合
同
会
社
の
社
員
の
責
任
を
「
間
接
責
任
」
と
説
明
さ
れ
る
。

（
2
）　

会
社
法
五
八
〇
条
二
項
は
、
合
資
会
社
の
有
限
責
任
社
員
の
責
任
と
合
同
会
社
の
社
員
の
責
任
と
を
同
じ
条
項
の
な
か
で
規
定
し
て

い
る
。
本
文
の
疑
問
と
は
異
な
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
宮
島
司
『
会
社
法
・
第
二
版
』（
弘
文
堂
、
令
和
五
年
）
二
九
頁
は
、
全

額
払
込
主
義
を
採
用
す
る
合
同
会
社
で
は
、
会
社
成
立
後
の
履
行
遅
滞
責
任
以
外
に
社
員
の
直
接
責
任
の
生
ず
る
余
地
が
な
い
と
こ
ろ
、

合
資
会
社
の
社
員
の
直
接
責
任
と
「
同
様
に
解
し
て
よ
い
か
、
ま
た
同
一
の
規
定
の
中
で
取
り
扱
う
べ
き
か
は
疑
問
」
と
さ
れ
る
。

（
3
）　

相
澤
哲
＝
郡
谷
大
輔
「
持
分
会
社
」（
平
成
一
七
年
）
相
澤
編
著
『
立
案
担
当
者
に
よ
る
新
・
会
社
法
の
解
説
』（
商
事
法
務
、
平
成

一
八
年
）
一
五
八
頁
。

（
4
）　

条
名
は
「
第
五
八
〇
条
」
の
よ
う
に
、
項
番
号
は
①
②
…
…
と
表
記
す
る
。

（
5
）　

小
澤
優
一
「
持
分
会
社
の
社
員
の
責
任
」
江
頭
憲
治
郎
＝
門
口
正
人
編
『
会
社
法
大
系
第
一
巻
』（
青
林
書
院
、
平
成
二
〇
年
）
三

三
九
頁
、
神
田
秀
樹
編
『
会
社
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
一
四
』（
商
事
法
務
、
平
成
二
六
年
）
七
七
頁
〔
今
泉
邦
子
〕。
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（
6
）　

小
澤
・
前
掲
注（
5
）三
三
九
頁
。

（
7
）　

小
澤
・
前
掲
注（
5
）三
四
〇
頁
、
神
田
編
・
前
掲
注（
5
）七
九
頁
〔
今
泉
〕。

（
8
）　

小
澤
・
前
掲
注（
5
）三
四
〇
頁
、
神
田
編
・
前
掲
注（
5
）七
五
頁
〔
今
泉
〕。

（
9
）　

合
同
会
社
で
も
、
出
資
履
行
が
無
効
・
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
は
、
直
接
責
任
を
負
う
（
宍
戸
善
一
「
持
分
会
社
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一

二
九
五
号
〔
平
成
一
七
年
〕
一
一
二
頁
注
六
、
山
本
爲
三
郎
「
有
限
会
社
・
持
分
会
社
」
川
村
正
幸
＝
布
井
千
博
編
『
新
し
い
会
社
法
制

の
理
論
と
実
務
・
別
冊
金
融
・
商
事
判
例
』〔
経
済
法
令
研
究
会
、
平
成
一
八
年
〕
二
〇
一
頁
）。

（
10
）　

大
賀
祥
充
『
新
会
社
法
の
エ
ッ
セ
ン
ス
』（
法
律
文
化
社
、
平
成
一
七
年
）
一
九
頁
（
た
だ
し
、
八
頁
で
は
直
接
有
限
責
任
と
も
さ

れ
る
）、
山
本
・
前
掲
注（
9
）二
〇
一
頁
、
小
澤
・
前
掲
注（
5
）三
四
二
頁
、
松
嶋
英
機
＝
濱
田
芳
貴
「
合
同
会
社
」
江
頭
憲
治
郎
＝
門

口
正
人
編
『
会
社
法
大
系
第
一
巻
』（
青
林
書
院
、
平
成
二
〇
年
）
四
一
四
頁
、
岡
伸
浩
『
会
社
法
・
第
二
版
』（
弘
文
堂
、
令
和
五
年
）

一
〇
一
〇
頁
、
青
竹
正
一
『
新
会
社
法
・
第
六
版
』（
信
山
社
、
令
和
六
年
）
七
九
一
頁
な
ど
。
ま
た
、
田
中
亘
『
会
社
法
・
第
五
版
』

（
東
京
大
学
出
版
会
、
令
和
七
年
）
八
〇
三
頁
は
、「
合
同
会
社
で
は
、
会
社
法
の
規
定
を
守
っ
て
い
る
限
り
、
社
員
は
会
社
債
権
者
に
対

し
て
直
接
に
５
８
０
条
１
項
に
よ
る
弁
済
責
任
を
負
う
こ
と
は
な
い
」
と
し
て
、「
間
接
有
限
責
任
」
と
、
弥
永
真
生
『
リ
ー
ガ
ル
マ
イ

ン
ド
会
社
法
・
第
一
五
版
』（
有
斐
閣
、
令
和
三
年
）
四
七
五
頁
注
三
は
、「
実
質
的
に
は
間
接
有
限
責
任
を
負
う
の
と
同
じ
こ
と
」
と
説

明
さ
れ
る
。
前
掲
注（
1
）も
参
照
。

（
11
）　

大
隅
健
一
郎
＝
今
井
宏
『
会
社
法
論
上
巻
・
第
三
版
』（
有
斐
閣
、
平
成
三
年
）
一
四
〇
頁
。

（
12
）　

上
柳
克
郎
ほ
か
編
『
新
版
注
釈
会
社
法
⑴
』（
有
斐
閣
、
昭
和
六
〇
年
）
六
一
〇
頁
〔
江
頭
憲
治
郎
〕。

（
13
）　

上
柳
ほ
か
編
・
前
掲
注（
12
）六
三
九
頁
〔
江
頭
〕。

（
14
）　

上
柳
ほ
か
編
・
前
掲
注（
12
）六
四
〇
頁
〔
江
頭
〕。

（
15
）　

大
森
忠
夫
＝
矢
沢
惇
『
注
釈
会
社
法
⑴
』（
有
斐
閣
、
昭
和
四
六
年
）
五
七
八
頁
〔
長
谷
川
雄
一
〕。

（
16
）　

小
澤
・
前
掲
注（
5
）三
三
八
頁
。

（
17
）　

大
隅
＝
今
井
・
前
掲
注（
11
）二
三
頁
。

（
18
）　

な
お
、
持
分
会
社
で
、
会
社
債
務
に
つ
い
て
社
員
が
責
任
を
負
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
形
式
的
に
は
会
社
の
法
人
性
（
会
社
法
三

条
）
に
対
す
る
例
外
で
あ
る
が
、
実
質
的
に
は
そ
の
組
合
性
が
発
現
し
た
も
の
と
説
明
す
る
も
の
（
鈴
木
竹
雄
『
新
版
会
社
法
・
全
訂
第
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持分会社の有限責任社員の責任をめぐって

五
版
』〔
弘
文
堂
、
平
成
六
年
〕
三
四
六
頁
）
や
、
特
別
の
法
定
責
任
で
あ
っ
て
、
社
員
の
責
任
は
会
社
の
責
任
と
従
属
的
関
係
で
併
存

す
る
と
説
明
す
る
も
の
（
米
津
昭
子
「
判
批
」
会
社
判
例
百
選
・
新
版
・
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
九
号
〔
昭
和
四
五
年
〕
二
四
九
頁
）
が
あ

る
。

（
19
）　

西
本
辰
之
助
「
有
限
責
任
社
員
の
間
接
責
任
」（
大
正
八
年
）『
私
法
学
の
諸
問
題
』（
慶
應
通
信
、
昭
和
四
二
年
）
三
六
三
頁
以
下
。

間
接
責
任
説
は
、
会
社
と
は
別
人
で
あ
る
社
員
が
会
社
債
務
に
つ
い
て
直
接
責
任
を
負
う
こ
と
は
特
別
な
規
定
な
し
に
は
で
き
な
い
こ
と
、

合
資
会
社
で
有
限
責
任
社
員
に
直
接
責
任
を
認
め
る
こ
と
は
会
社
債
権
者
間
の
不
公
平
を
来
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
論
拠
と
す
る
。

他
方
、
直
接
責
任
説
は
、
合
資
会
社
で
既
に
無
限
責
任
社
員
が
直
接
責
任
を
負
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
共
に
会
社
を
構
成
す
る
有
限
責
任

社
員
も
同
様
に
直
接
責
任
を
負
う
と
す
る
こ
と
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
る
こ
と
、
明
文
を
欠
く
こ
と
に
つ
い
て
は
、
性
質
の
許
す
限
り
改
正

前
商
法
一
四
七
条
（
こ
れ
に
相
当
す
る
当
時
の
規
定
）
に
よ
っ
て
、
合
名
会
社
の
規
律
が
準
用
さ
れ
る
と
解
し
う
る
こ
と
な
ど
を
論
拠
と

し
て
い
た
。

（
20
）　

上
柳
ほ
か
編
・
前
掲
注（
12
）六
三
九
頁
〔
江
頭
〕。

（
21
）　

杉
田
貴
洋
「
判
批
」
法
学
研
究
九
八
巻
一
一
号
（
令
和
七
年
）
一
三
五
頁
。


